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第187号 令和６年５月15日（水曜日） 《6》

会 派 構 成 変 更 の お 知 ら せ～令和５年度政務活動費　収支報告書などの公開について～
　３月15日付で、会派構成が変更となりました。
　変更後の会派構成は、次のとおりです。（※会派は２人以上をいう）
会派名 氏　名

流政会

◎石　原　修　治	 小　沢　えみり
　川　本　大　岳	 渡　辺　仁　二
　近　藤　み　ほ	 笠　原　久　恵
　青　野　　　直	 坂　巻　儀　一

流山みらい
◎中　村　彰　男	 う　た　桜　子
　清　水　　　大	 西　尾　　　段
　楠　山　栄　子	 藤　井　俊　行

日本共産党 ◎おだぎり　たかし	 乾　　　え　り
　高　橋　あきら	 植　田　和　子

公明党 ◎野　村　　　誠	 桑　畑　伴　子
　岡　　　明　彦	 戸　辺　　　滋

自由民主党 ◎海老原　功　一	 中　川　　　弘

会派名 氏　名

会派に
属さない
議員※

鈴　木　ゆうすけ

矢　口　輝　美

森　田　洋　一

阿　部　治　正

◎・・・会派代表者

　流山市議会では、地方自治法第100条第16項に規定する「透明性の確
保」のため、積極的に政務活動費収支報告書などを公開しています。
　令和５年度分のホームページおよび市役所情報公開コーナーなどでの
公開については、６月上旬を予定しています。また、８月15日発行の
『流山市議会だより』第188号にも令和５年度政務活動費収支報告など
の詳細を掲載予定です。

流山市議会　政務活動費 検索

政務活動費とは？
「議員が行う調査研究その他の活動に資するために必要な経費の
一部」として交付するものです。
本市では、会派または会派に属さない議員に対して交付しています。

※�過去の政務活動費収支報告書などは、市議会ホームページ
でご覧ください。

　流山市議会では、『流山市議会だより』の１面に掲載する写真を募集して
います。
　身近な方や風景などを撮った、心和む写真のご応募をお待ちしています。

◦�ご応募いただいた作品は、返却できませんのであらかじめご了承
ください。

◦�応募いただいた方の住所は、コンクールの広報活動で使用させて
いただく場合があります。

  テ ー マ  	 ・流山市内で撮影した四季折々の風景、祭りやイベン
トの写真

	 ・学校の行事（運動会、修学旅行、文化祭など）の写真	
※令和５年１月以降に撮影した、未発表の自作品

 募集期間 	令和６年５月31日（金）必着
	 ※直接お持ち込みいただく場合は、平日開庁時間内にお越しください。

  　賞　  	入賞４点（８月号、11月号、翌年２月号、５月号にそれ
ぞれ掲載）

	 入賞者には賞状、3,000円相当の商品券、作品が掲載さ
れた市議会だより10部を進呈します。

 応募規格 	カラープリント２Ｌサイズ（127mm×178mm）
	 ※紙面の都合上、必ず 「横長」 の写真でご応募ください。
	 ※データでの応募や、合成などの加工写真は不可。

応募方法など詳細・お問い合わせは
流山市議会事務局　
TEL：04-7150-6099　FAX：04-7150-2863
メール：gikai@city.nagareyama.chiba.jp

市内在住・
在勤・在学

の方対象
写真コンクール
作品を募集しています

流山市議会だより

詳
細
は
こ
ち
ら

　令和６年第１回定例会において可決された議員提出の議案
（発議）は、次のとおりです。

発議の内容については、
市議会ホームページをご覧ください。

◆発議第１号◆　� �
流山市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
◆発議第２号◆　� �
流山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定に� �
ついて
◆発議第３号◆　� �
災害被災者に対する生活再建策等の充実を求める意見書に� �
ついて
◆発議第４号◆　� �
雇用調整助成金震災特例の大幅な引き上げを求める意見書� �
について
◆発議第６号◆� �
国民皆歯科健診の実現を求める意見書について
◆発議第８号◆　� �
国会議員による使途不明金の徹底究明と企業・団体献金の� �
全面禁止に関する意見書について
◆発議第９号◆　� �
消費者が安心して食品を選択できるための明確な表示を� �
求める意見書について

議員提出の可決議案
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